
テーマ：「パナソニックにおける異文化経営と英語教育を振り返って 
－その変遷と成果・今後の展望－」 

〔質疑応答・パネルディスカッション〕 
コーディネーター： 安室憲一 (本学会理事・大阪商業大学総合経営学部教授) 
コメンテーター：藤澤武史（本学会理事・関西学院大学商学部教授） 
コメンテーター：山本明男（鹿島建設） 
〔総括コメント〕 
馬越恵美子（本学会会長） 

 

第１回北陸部会・設立総会 

2015年 8月 29日（土）13：20〜17：05 

於）ホテルグランテラス富山 彩雲の間 

〔設立総会〕 
〔第 1報告〕 
報告者：笹谷秀光（株式会社伊藤園取締役 CSR推進部長） 
テーマ：「地方創生とグローバリゼーションに向けての異文化経営戦略」 

コメンテーター：中村好伸（リロ・パナソニックエクセルインターナショナル㈱） 
〔第 2報告〕 
報告者：平田 透（金沢大学教授） 
テーマ：「異質な知の重要性～知識経営から見た知の相乗効果～」 
コメンテーター：臼井哲也（日本大学） 
〔特別講演〕 
報告者：若林啓介（（株）若林商店代表取締役） 
テーマ：「商社マンから地域企業経営者へ：グローバルとグローカル」 

（敬称略） 

  

 

異文化経営研究会（現・異文化経営学会）設立趣旨 

 

グローバリゼーションは、ビジネスのみならず、社会の隅々にまで広がりつつある。今

後は、多国籍企業によるグローバルビジネスの展開というマクロ的な流れ以上に、情報技

術の普及により、国を越えて人々が瞬時に交流するという、ミクロのグローバリゼーショ

ンが進展すると予想される。その反面、文明の衝突と言われるように、国や民族や宗教や

地域の間や、個人の間で、文化がぶつかりあい摩擦を生んでいることも事実である。 

 

経営に目をむければ、20世紀末にはアングロサクソン的経営が競争力をもち、各国の経
営手法が米国中心のいわゆるグローバル・スタンダードに収斂していく傾向が見られた。

しかし新世紀の到来とともに、米国の大企業数社が破綻し、経営トップの不祥事が白日の

下にさらされ、米国型経営の神話はもはや風前の灯火である。また 1980年代に一世を風靡
した日本的経営もいまや過去の遺物となっている。一方この間、中国は世界の工場と称さ

れるまでに発展し、台湾、韓国、シンガポールなどの躍進もめざましいものがある。 

 

このような状況にあって、アジアに位置しながら、欧米企業と肩をならべるまでに発展

した日本企業はますます、国際化の歩を進めている。すでに、海外に現地法人を設立する

のみならず、本社のトップに外国人を迎えたり、本社そのものを海外に移転したりする試

みが始まっている。また、海外に進出した企業には異文化経営に関する豊富な事例があり、

海外現地法人という異文化の最前線で苦労を重ねた先人のエピソードも数多くある。さら

に、日本企業の生産現場で培われたノウハウも海外の工場に移植され、活かされている。 

 

しかし残念なことに、これらの経験知は断片的なものとして存在し、社会的に共有され

るまでにいたっていない。それだけでなく、これまでの経験知を<異文化経営論>として系

統的に研究し蓄積し、発信することを目的に活動している組織も、今のところ存在してい

ない。ここに本研究会発足の意義がある。 

 

本研究会は、様々な国籍や言語や文化的背景の人々が織り成す<異文化経営>の事例研究

を系統的に行い、経験知を形式知に転換することで得られた知識や知恵を、後世に継承す

ることを使命としたい。また、国内外の人的交流を図り、かつ新たな理論的な枠組みを提

唱することも目指す。なお文化に関しては、これを広義に捉え、国、地域、企業、組織、

個人等の様々な視点を尊重しながらマネジメントとの関連から捉えたいと考える。 
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異文化経営研究会は、その名が示すごとく、国籍、ジェンダー、年齢等の属性を超えた

研究会であり、多様性が生み出すシナジー効果をねらっている。さらに、海外の論説を一

方的に取り入れる受身の姿勢ではなく、積極的に海外に向けて意見を発表する、日本発信

型かつ、双方向型のコミュニケーションを図りたいと願っている。 

 

異文化経営こそ企業経営の要諦である、との確信をもって、欧米中心でなく、アジアを

含む、全世界的視点で、<理論と実践と心>を中心に、同様の問題意識をもつ方々と手を携

えて、よりよい日本と世界のために、知の結集をはかってきたい。また将来においては、

日本およびグローバル社会に向けての政策提言をも視野に入れて活動したい。 

 

2003年 3月 11日 
設立発起人代表 馬越恵美子・林 倬史・谷口洋志・髙橋俊一 

  

異文化経営学会 会則 

2016年 7月 16日改正 

 
第１条 本会は、異文化経営学会（英文名：Transcultural Management Society、略

称：TMS）と称する。 
第２条 本会は、研究と実務の幅広い連携を通じて、異文化経営の研究に寄与し、社会

の発展に貢献することを目的とする。 
第３条 本会は、必要に応じて以下の事業を行う。 

1．研究会や講演会などを開催する。 

2．定期刊行物、報告書、図書などを出版、刊行する。 

3．国内および海外の研究者との相互交流を図る。 

4．その他、理事会において必要と認めた事業を行う。 
第４条 本会への入会は、会員 2名の推薦に基づき、理事会で決定する。 

1．本会の会員は会費を納入するものとする。会費については別に定める。 

2．会員は、本会の各種事業に参加することができる。 

3．会員が継続して 3年以上会費を滞納した場合、原則として会員の資格を失
う。 

4．本会を退会しようとする会員は、書面または電子メールにより本会事務局
に届け出なければならない。 

第５条 本会には、賛助会員をおくことができる。 

1．賛助会員とは、本会の趣旨に賛同する個人または団体を指し、理事会の議
を経て、会長によって委嘱される。 

2．賛助会員は、会則第 4条の 2項に定める権利を有する。 

3．賛助会員は、所定の会費（1口以上）を納めなければならない。 
第６条 会員総会を毎年 1回開催し、次の事項を審議する。 

1．会務及び会計報告。 

2．理事会の提案に基づく会則の改正。 

3．その他、本会の運営に関する重要議案。 
第７条 本会に次の役員をおく。 

1．会長    １名 

2．理事    ３０名以内 

3．監事    若干名 

4．事務局長  １名 

5．幹事    若干名 
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